
に
お
け
る
審
査
の
経
過
並
び
に
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

　
各
件
は
、
公
共
企
業
体
等
労
働
関
係
法
に
基
づ
き
、
三
公
社
五
現

業
の
職
員
の
基
準
内
賃
金
を
、
昭
和
五
十
六
年
四
月
一
日
以
降
、
基

準
内
賃
金
の
三
・
八
一
％
相
当
額
に
二
千
八
百
八
十
円
を
加
え
た
額

の
原
資
を
も
っ
て
引
き
上
げ
る
こ
と
等
を
内
容
と
す
る
本
年
五
月
十

六
日
の
仲
裁
裁
定
の
実
施
に
つ
い
て
、
国
会
の
議
決
を
求
め
る
も
の

で
あ
り
ま
す
。

委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
採
決
の
結
果
、
各
件
は
い
ず
れ
も
全

会
一
致
を
も
っ
て
公
共
企
業
体
等
労
働
委
員
会
の
裁
定
の
と
お
り
実

施
す
る
こ
と
を
承
認
す
べ
き
も
の
と
議
決
い
た
し
ま
し
た
。

　
以
上
、
御
報
告
い
た
し
ま
す
。

○
商
工
委
員
会

本
院
議
員
提
出
法
律
案
（
一
件
）

番
　
号

件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

提
　
出
　
者

（
月
　
　
　
日
）

予
備
送

付
月
日

衆
　
へ
提

出
月
日

参
　
　
　
議
　
　
　
院

衆
　
　
　
議
　
　
　
院

備
　
　
考

委
員
会

付
　
　
託

委
員　

会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

第
九
十
四
回

国
　
　
会

７

下
請
代
金
支
払
遅
延
等
防
止
法
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
案

市
川
正
一
君

外
　
　
一
　
　
名

（
五
六
、
四
、
九
）

五
六
、
四
、
九

継
　
続
　
審
　
査



衆
議
院
議
員
提
出
法
律
案
（
一
件
）

番
　
号

件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

提
　
出
　
者

（
月
　
　
　
日
）

予
備
送

付
月
日

本
院
へ

提
出
月
日

参
　
　
　
議
　
　
　
院

衆
　
　
　
議
　
　
　
院

備
　
　
考

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

2

武
器
等
の
輸
出
の
禁
止
等
に
関
す
る

法
律
案

清
水
　
勇
君

外
　
七
　
名

（
五
六
、
一
一
、
一
三
）

五
六
、
一
一
、
一
六

五
六
、
一
一
、
一
六

　
　
　
（
予
）

五
六
、
一
一
、
一
六

　

未
　
　
　
　
　
了

○
逓
信
委
員
会

件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

提
　
出
　
月
　
日

参
　
　
　
議
　
　
　
院

衆
　
　
　
議
　
　
　
院

備
　
　
　
　
　
　
考
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

日
本
放
送
協
会
昭
和
五
十
三
年
度
財
産
目
録
、
貸
借

五
五
、
三
、
一
七

（
第
九
十
一
回
国
会
）

五
六
、
九
二
四

五
六
、
一
一
、
二
六

議
　
　
決

五
六
、
一
一
、
二
七

議
　
　
決

衆
議
院
は
第
九
十
四
回
　
　

国
会
に
お
い
て
議
決
し
た
。

日
本
放
送
協
会
昭
和
五
十
四
年
度
財
産
目
録
、
貸
借

五
六
、
三
、
一
六

（
第
九
十
四
回
国
会
）

九
、
二
四

五
六
、
九
、
二
四

五
六
、
一
〇
、
三
〇

議
　
　
決

五
六
、
一
一
、
一
〇

議
　
　
決

対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
並
び
に
こ
れ
に
関
す
る
説

明
書

対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
並
び
に
こ
れ
に
関
す
る
説

明
書




